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（
質
問
の 

一
三
） 

答

弁

第

一

三

号 

   

衆
議
院
議
員
松
本
善
明
君
提
出
下
山
事
件
捜
査
記
録
等
の
公
表
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。 

内
閣
衆
質
六
一
第
一
三
号 

昭
和
四
十
四
年
八
月
五
日 

衆

議

院

議

長 
松 
田 

竹 

千 

代 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

佐 

藤 

榮 

作 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
松
本
善
明
君
提
出
下
山
事
件
捜
査
記
録
等
の
公
表
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

月
刊
雑
誌
「
新
評
」
一
九
六
九
年
七
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
下
山
国
鉄
総
裁
〝
自
殺
〟
の
証
拠
」
と
題
す
る
関
口

由
三
氏
の
手
記
の
内
容
の
な
か
で
、
地
方
公
務
員
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る

場
合
に
は
、
同
項
違
反
と
な
る
。 

前
記
手
記
の
内
容
が
同
項
に
い
う
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
か
否
か
の
認
定
は
、
警
視
庁
当
局
に
お
い
て
行
な
わ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
同
当
局
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
内
容
中
秘
密
に
該
当
す
る
も
の
は
な
い
と

の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
右
手
記
の
公
表
が
同
項
違
反
と
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
も
の
と
考
え
る
。 

二 

1
お
よ
び

2
に
つ
い
て 

関
口
由
三
氏
と
と
も
に
当
時
捜
査
に
従
事
し
た
先
輩
・
同
僚
は
す
べ
て
退
職
し
て
お
り
、
関
口
氏
が
下
山

事
件
に
関
す
る
手
記
を
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
先
輩
・
同
僚
に
ど
の
よ
う
な
了
解
を
得
た
か 



三 

1
に
つ
い
て 

2
に
つ
い
て 

3
お
よ
び

4
に
つ
い
て 

警
察
官
に
対
し
て
は
、
被
服
が
支
給
さ
れ
、
警
察
手
帳
等
が
貸
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
返
納
に
つ
い

て
は
、
警
察
法
施
行
令
第
十
一
条
に
、
「
警
察
庁
の
警
察
官
及
び
皇
宮
護
衛
官
が
失
職
し
、
退
職
し
、
休
職
を 

警
察
官
が
職
権
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
捜
査
書
類
や
職
権
に
基
づ
い
て
収
集
し
た
証
拠
物
は
退
職
後
手
も

と
に
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
備
忘
等
の
た
め
に
記
帳
し
た
メ
モ
類
は
差
し
つ
か
え
な
い
も
の
と
解
す

る
。 

は
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
が
、
新
評
七
月
号
に
あ
の
よ
う
な
手
記
を
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
警
視
庁
当
局
が

了
解
し
た
こ
と
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

当
該
事
項
が
秘
密
で
あ
る
場
合
に
は
、
公
表
の
許
可
を
与
え
る
法
的
根
拠
は
な
い
。 

四 

 



四
に
つ
い
て 

検
察
庁
関
係
の
分
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
本
件
に
関
す
る
鑑
定
書
が
あ
る
。
こ
の
鑑
定
書
は
、
現
在
、
東

京
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
保
管
中
で
あ
る
が
、
今
後
、
刑
事
参
考
資
料
と
し
て
保
管
す
る
こ
と
を
検
討
中
で
あ

る
。 警

視
庁
に
お
い
て
は
、
実
況
見
分
調
書
、
警
察
官
の
捜
査
報
告
書
、
参
考
人
供
述
調
書
等
を
警
視
庁
捜
査
第

一
課
の
資
料
格
納
室
に
永
久
保
存
資
料
と
し
て
厳
重
に
保
管
し
て
い
る
。 

命
ぜ
ら
れ
、
又
は
臨
時
待
命
を
命
ぜ
ら
れ
、
若
し
く
は
承
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
使
用
期
間
の

満
了
し
な
い
支
給
品
及
び
貸
与
品
を
国
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
警
察
庁
の
警
察
官
及
び
皇
宮
護
衛

官
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
長
官
は
、
使
用
期
間
の
満
了
し
な
い
支
給
品
及
び
貸
与
品
を
国
に
返
納
す
る
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
都
道
府
県
の
警
察
官
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
準

ず
る
（
警
察
法
第
六
十
八
条
第
二
項
参
照
）
。 

五 

 



 

六 
五 
1
お
よ
び

2
に
つ
い
て 

鑑
定
書
の
全
文
お
よ
び
捜
査
に
関
す
る
全
記
録
を
公
表
す
る
考
え
は
な
い
。 

な
お
、
昭
和
三
十
九
年
六
月
二
十
三
日
衆
議
院
法
務
委
員
会
の
資
料
要
求
に
基
づ
き
、
鑑
定
事
項
と
鑑
定

結
果
を
提
出
し
て
い
る
。 

3
に
つ
い
て 

鑑
定
書
の
全
文
お
よ
び
捜
査
に
関
す
る
全
記
録
を
公
表
す
る
こ
と
は
、
死
者
お
よ
び
遺
族
等
関
係
人
の
名

誉
お
よ
び
感
情
を
著
し
く
毀
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
今
後
に
お
け
る
こ
の
種
事
件
の
捜
査
に
支
障

を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
な
ど
、
検
察
運
営
上
好
ま
し
く
な
い
の
で
、
こ
の
際
、
公
表
を
さ
し
ひ
か
え
る

も
の
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




